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□ 導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を設置者の民生部門に
おいて消費すること。
　ただし、業務用については、設置者が消費する電力量を含めて50％以上を設置す
る建物で消費することとし、設置者がやむを得ず消費しない再エネ電力が生じた場
合は、発電量の30％を上限として脱炭素先行地域外に売電する場合、売電により
得られた収入は本事業で導入した設備等の維持管理・更新費用に充てること。

□ 導入予定箇所の配置図及び写真（以下の写真を全て提出してください）

  ・ 設置する建物全体がわかる写真

  ・ 設備の設置場所が確認できる写真

  ・ 提出する写真は、プリントアウトまたは現像を問わない。なお、提出する場合
は、A4サイズの用紙に貼付すること

  ・ 太陽光発電設備設置（ソーラーカーポートを含む）に関する費用について、国
要領別表第１に定める対象経費がわかる細分の内訳が記載している

□ 太陽光発電設備（ソーラーカーポートを含む）の仕様書又はカタログの写し

  ・ 機器の仕様（「ｋW」等）が記載されていること

  ・ 見積書の内容と型番等の整合が合っていること

□ 工事に関する見積書の写し

  ・ 宛名は、申請者名と一致している

  ・ 見積書の日付が記載している

  ・ 補助申請額は、千円未満を切り捨てている

□ 誓約書（別紙２）

□ 高岡市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付申請書（様式第１号）

  ・ 税務情報の確認に同意しない場合、納税証明書
申請書に

 ☑

□ 補助金算定表（別紙１）

高岡市脱炭素先行地域づくり事業費補助金
交付申請チェックシート（太陽光発電設備）

設置場所 高岡市

申請者名

提　出　書　類　等 確認欄


